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○
公
文
書
の
収
集
・
保
存
・
整
理
・
利
用

　
当
館
は
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
文
書

そ
の
他
の
資
料
の
収
集
及
び
保
存
を
行
う
」
施

設
と
し
て
、
県
の
各
機
関
か
ら
歴
史
的
価
値
が

あ
る
公
文
書
を
収
集
し
、
保
存
・
整
理
の
う

え
、
利
用
に
供
し
て
い
ま
す
。

　
パ
ネ
ル
展
示
で
は
、
当
館
が
こ
れ
ま
で
に
収

集
し
て
き
た
公
文
書
の
な
か
か
ら
、
「
和
歌
山

県
章
募
集
一
件
」
と
「
ト
ル
コ
慰
霊
祭
関
係
」

の
二
冊
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
ケ

ー
ス
展
示
を
開
催
し
ま
す
。

 

和
歌
山
県
章
募
集
一
件
　

　
こ
の
「
和
歌
山
県
章
募
集
一
件
」
は
、
昭
和

四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
に
本
県
で
開
催
さ
れ

た
黒
潮
国
体
に
関
す
る
公
文
書
の
一
部
と
し
て

収
集
し
ま
し
た
（
写
真
１
）
。

　

今
で
は
す
っ
か
り
見
慣
れ
た
県
章
で
す
が

（
写
真
２
）
、
い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
制
定
に
い
た
る
ま
で
の
経

緯
を
「
和
歌
山
県
章
募
集
一
件
」
か
ら
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

○
県
章
制
定
の
経
緯

　
県
章
は
、
和
歌
山
県
で
の
国
民
体
育
大
会
開

催
に
向
け
て
制
定
が
必
要
と
さ
れ
、
「
和
歌
山

国
体
を
機
会
に
百
万
県
民
の
愛
郷
心
を
た
か

め
、
国
体
に
た
い
す
る
積
極
的
な
協
力
と
理
解

を
求
め
る
」
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
県
在
住
者

及
び
出
身
者
か
ら
募
集
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

県
章
の
募
集
は
、
昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）
六
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
同

年
七
月
三
十
一
日
に
締
め
切
ら
れ
ま
し
た
。
八

月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
次
審
査
で

は
、
審
査
員
五
名
に
よ
る
審
査
が
お
こ
な
わ

れ
、
そ
の
結
果
、
有
効
応
募
点
数
八
〇
五
点
の

な
か
か
ら
五
二
点
が
合
格
し
て
い
ま
す
。

　

九
月
十
八
日
に
は
第
二
次
審
査
が
実
施
さ

れ
、
今
度
は
一
八
名
の
審
査
員
に
よ
る
投
票
の

結
果
、
入
選
作

一
点
と
佳
作
五

点
の
計
六
点
が

選
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
六

点
の
作
品
に

は
、
得
票
点
数

を
も
と
に
一
位

か
ら
六
位
の
順

位
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　
十
二
月
二
十

三
日
、
第
二
次

審
査
を
通
過
し

た
六
点
に
つ
い

て
、
制
定
委
員

会
に
よ
る
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
制
定
委
員
会
は
、
第
二
次
審
査
後
に
特
許
庁

へ
調
査
を
依
頼
し
、
意
匠
権
・
商
標
権
の
確
認

を
し
て
い
ま
す
。
調
査
の
結
果
、
得
票
数
一
位

の
作
品
は
類
似
デ
ザ
イ
ン
数
が
多
く
「
入
選
候

補
作
か
ら
除
外
し
た
方
が
良
い
」と
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
終
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
各
府
県
・
市
章

も
調
査
し
、
類
似
の
デ
ザ
イ
ン
を
回
避
す
る
よ

う
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
う
し
た
検
討
を
経
て
、
制
定
委
員
会
で
は
審

査
委
員
会
で
決
定
し
た
二
位
の
デ
ザ
イ
ン
（
現

在
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
）
が
県
章
に
適
当
で

あ
る
と
し
、
知
事
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
年
の
瀬
も
押
し
迫
っ
た
昭
和

四
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
、
当
時
の
大
橋
正

雄
知
事
に
よ
り
決
裁
が
な
さ
れ
ま
し
た
（
表
紙

写
真
）
。

○
県
章
決
定
後

　

デ
ザ
イ
ン
が
決
定
し
（
図
１
）
、
翌
昭
和

四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
一
月
六
日
に
は
、
さ

っ
そ
く
新
春
記
者
会
見
の
席
上
で
大
橋
知
事
か

ら
発
表
が
あ
り
、
さ
ら
に
二
月
一
日
発
行
の

『
県
民
の
友
』
第
三
七
〇
号
で
も
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。

　

正
式
に
県
章
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
は
、

『
和
歌
山
県
報
』
昭
和
四
十
四
年
四
月
二
十
六

日
号
外
、
告
示
第
三
一
〇
号
に
よ
っ
て
で
す
。

今
年
は
、
県
章
制
定
か
ら
五
十
六
年
を
迎
え
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
和
歌
山
県
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
県
章
は
愛
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

パ
ネ
ル
展
示

　
令
和
七
年
五
月
九
日
～
十
一
月
三
十
日

ケ
ー
ス
展
示

　
・「
和
歌
山
県
章
募
集
一
件
」

　
　
令
和
七
年
五
月
九
日
～
七
月
二
十
四
日

　
・「
ト
ル
コ
慰
霊
祭
関
係
」

　
　
令
和
七
年
九
月
十
二
日
～
十
一
月
三
十
日写真１　「和歌山県章募集一件」

D-2023-0000-984

写真２　�きのくに志学館入口横に掲揚された県旗。岸本知事死去に
伴い半旗となっている。（撮影日：令和７年４月17日）

図１　和歌山県章
「県民の友」では、応
募総数815点とされて
い ま す が 、 公 文 書 の
805点との10点の違い
については不明です。

パ
ネ
ル
展
示
・
ケ
ー
ス
展
示

　

　
「
公
文
書
、
歴
史
資
料
と
な
る ―

　　
『
和
歌
山
県
章
募
集
一
件
』・『
ト
ル
コ
慰
霊
祭
関
係
』
の
紹
介 ―

」
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ト
ル
コ
慰
霊
祭
関
係　

○
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
遭
難

　

今
か
ら
一
三
五
年
前
、
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）
九
月
十
六
日
夜
、 

オ
ス
マ
ン

帝
国
（
現
在
の
ト
ル
コ
共
和
国
）
最
初
の
親
善

訪
日
使
節
団
を
乗
せ
た
軍
艦 

「
エ
ル
ト
ゥ
ー

ル
ル
号
」
（
写
真
３
）
が
、
串
本
町
樫
野
埼
沖

で
台
風
に
よ
る
強
風
と
高
波
に
よ
り
座
礁
し
、

沈
没
し
ま
し
た
。
こ
の
事
故
に
よ
り
五
八
七
名

の
命
が
奪
わ
れ
る
大
惨
事
と
な
り
ま
し
た
が
、

事
故
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
大
島
島
民
の
懸
命
の

救
助
活
動
に
よ
り
六
九
名
を
救
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
「
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
」
の
日
本
訪
問

と
遭
難
か
ら
の
救
助
活
動
は
、
そ
の
後
の
日
本

と
ト
ル
コ
の
友
好
関
係
の
原
点
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
際
課
か
ら
引
き
継
い
だ
公
文
書
「
ト
ル
コ

慰
霊
祭
関
係
」
か
ら
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、

追
悼
式
の
性
格
が
慰
霊
か
ら
友
好
へ
変
化
し
て

い
く
よ
う
す
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

○
過
去
に
お
こ
な
わ
れ
た
追
悼
式

　

表
１
は
、
こ
れ
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
追

悼
式
を
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ

の
う
ち
「
ト
ル
コ
慰
霊
祭
関
係
」
に
は
、

七
〇
・
七
五
・
八
〇
・
臨
時
・
八
五
周
年
に
関

す
る
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
行

事
の
名
称
が
「
慰
霊
祭
」
、
「
追
悼
祭
」
等
、

表
記
が
一
定
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
「
追
悼

式
」
に
統
一
し
ま
す
。
追
悼
式
は
、
現
在
「
ト

ル
コ
軍
艦
遭
難
慰
霊
碑
」
の
あ
る
広
場
で
五
年

ご
と
に
実
施
さ
れ
る
ほ
か
、
臨
時
で
開
催
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
開
催
さ
れ

た
八
〇
周
年
追
悼
式
で
は
、
駐
日
ト
ル
コ
大
使

や
武
官
の
参
列
を
は
じ
め
、
和
歌
山
県
知
事
、

串
本
町
長
、
大
島
区
長
、
外
務
省
担
当
官
と
い

っ
た
関
係
者
が
出
席
、
日
本
・
ト
ル
コ
両
国
の

国
歌
の
演
奏
、
県
知
事
以
下
の
追
悼
文
が
読
み

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
追
悼
式
後
に
は
、
駐
日
ト

ル
コ
大
使
か
ら
関
係
者
へ
記
念
品
が
贈
呈
さ

れ
、
町
民
は
串
本
お
ど
り
を
披
露
す
る
な
ど
、

交
流
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
か
ら
始
ま
っ
た
ト
ル
コ

と
の
友
好
関
係
は
、
現
在
も
和
歌
山
で
大
切
に

さ
れ
育
ま
れ
て
い
ま
す
。

写真３　エルトゥールル号
駐日土耳其大使館編『土耳其軍艦エルトグルル号』

（国立国会図書館デジタルコレクションより）

和暦 西暦 月日 できごと
明治22年 1889 ７月15日 エルトゥールル号イスタンブール港を出港

明治23年 1890

６月７日 横浜港着
９月14日 横浜港発
９月16日 樫野埼沖で座礁、沈没
10月５日 生存者帰還のため比叡、金剛が品川湾を出発

明治24年 1891
１月２日 比叡、金剛イスタンブール港着
２月 「土国軍艦遭難之碑」が建立される
３月７日 追悼式典開催

明治32年 1899 ９月27日 10周年慰霊祭開催
明治42年 1909 ９月24日 20年祭
大正12年 1923 10月29日 オスマン・トルコ帝国が倒れ、トルコ共和国が成立
大正13年 1924 ８月６日 国交樹立
昭和３年 1928 ８月６日 日・土貿易協会による遭難追悼祭

昭和４年 1929
４月５日 日・土貿易協会により追悼碑が建立される
６月３日 昭和天皇行幸

昭和11年 1936 10月22日 新弔魂碑の定礎式が行われる
昭和12年 1937 ６月３日 墓地及び弔魂碑が完成し、50周年追悼祭が繰上げ執行される

昭和14年 1939
６月３日 行幸10周年式典開催
11月16日 50周年追悼祭

昭和29年 1954 ４月 トルコ大使、弔魂碑を参拝
昭和34年 1959 11月22日 70周年追悼祭　(11/12から延期)
昭和39年 1964 11月12日 75周年追悼祭開催
昭和41年 1966 12月２日 77周年追悼祭開催
昭和44年 1969 10月16日 80周年追悼祭開催
昭和46年 1971 ５月23日 臨時追悼祭開催
昭和49年 1974 ６月３日 85周年追悼祭開催、トルコ記念館竣工式
昭和55年 1980 11月21日 90周年追悼祭開催

昭和60年 1985
３月19日 イラン・イラク戦争でトルコ航空機特別機が在テヘラン邦人救出
11月20日 95周年追悼祭開催

平成２年 1990 ６月３日 100周年追悼祭
平成７年 1995 ６月３日 105周年追悼祭
平成11年 1999 ９月８日 串本本土と大島をつなぐ「くしもと大橋」開通
平成12年 2000 ６月３日 110周年追悼式典開催
平成17年 2005 11月11日 115周年追悼式典開催
平成22年 2010 ６月３日 120周年追悼式典開催
平成27年 2015 ６月３日 125周年追悼式典開催
令和２年 2020 ９月16日 130周年追悼式典開催
令和６年 2024 ８月６日 国交樹立100周年
令和７年 2025 ９月16日 135周年追悼式典開催予定

参考文献
『串本のあゆみ』串本町公民館発行、1977年
『トルコ軍艦エルトゥールル号の遭難』和歌山県立串本高等学校歴史部刊行、1990年
『串本町史』通史編、串本町史編さん委員会編、1995年
『樫野埼灯台・官舎及びエルトゥールル号事件に関する調査研究報告書』和歌山県教育委員会、2013年
串本町ホームページ　https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/

表１　エルトゥールル号追悼式を中心とした日・土関係年表
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○
追
悼
か
ら
友
好
へ

　
こ
れ
ま
で
の
追
悼
式
で
発
表
さ
れ
た
歴
代
の

和
歌
山
県
知
事
の
言
葉
か
ら
、
時
代
に
よ
る
遭

難
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
写
真
４
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）

の
石い

し
井い

忠た
だ

亮あ
き
ら

に
よ
る
誄る

い
辞じ

で
す
。
遭
難
か
ら
約

六
ヵ
月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、

亡
く
な
っ
た
方
へ
の
慰
霊
や
そ
の
後
の
救
助
等

の
活
動
に
関
す
る
こ
と
が
中
心
で
、
遭
難
が
悲

劇
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
十
八
年
後
の
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
の
野の

手で

耐た
え
る

に
よ
る
弔
辞
で
は
、

「
交
通
日
ニ
繁
カ
ラ
ン
ト
ス
」
、｢

只
使
節
一

行
ノ
偉
勲
今
日
ノ
修
睦
ヲ
致
シ
タ
ル｣

と
さ

れ
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
友
好
を
目
指
し
た

日
本
へ
の
渡
航
が
、
両
国
の
往
来
の
増
加
や
友

好
に
繋
が
っ
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。
大
正

十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
日
本
と
ト
ル
コ
共
和

国
の
国
交
が
樹
立
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
ト
ル
コ
と
の
経
済
活
動
を
拡
大
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
日
土
貿
易
協
会
が
四
〇
周
年
を
前

に
主
催
し
ま
し
た
。

　
写
真
５
は
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）、

八
五
周
年
の
際
の
大
橋
正
雄
に
よ
る
祭
文
で

す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
追
悼
式
は
串
本
町

が
主
催
と
な
り
、
遭
難
は
両
国
の
友
好
の
象
徴

と
し
て
、
よ
り
大
規
模
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
「
あ
な
た
方
の
尊
い
犠
牲
は
日
土

親
善
の
礎
石
と
な
り
、
悲
し
く
も
忘
れ
が
た
い

ふ
れ
あ
い
が
両
国
民
の
心
の
中
に
強
く
生
き
続

け
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
、
遭
難
が

日
本
国
民
と
ト
ル
コ
国
民
の
友
好
の
礎
に
な
る

と
述
べ
て
お
り
、
時
の
経
過
に
よ
る
記
述
の
変

化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
七
年
は
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
遭

難
事
故
か
ら
一
三
五
年
、
日
本
と
ト
ル
コ

と
の
国
交
樹
立
か
ら
一
〇
一
年
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
両
国
の
友
好
が
末
永
く
続
く

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

（
砂
川
佳
子
・
寺
前　
駿
）

写真４　賀川純一編『土国軍艦遭難者追弔祭典書』を加工
　　　　（国立国会図書館デジタルコレクションより）

左の２次元バーコード
からパネル展示を
見ることができるよ！

写真５　「トルコ慰霊祭関係」（Ｄ-2023-0005-1263）85周年追悼式　大橋正雄知事祭文

１

２

３

４
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令
和
六
年
度
に
文
書
館
に
寄
贈
い
た
だ
い
た

古
文
書
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
今
後
番
号
付
け
、
目
録
作
り
、
複
製

物
作
成
な
ど
、
皆
様
に
利
用
い
た
だ
く
た
め
の

整
理
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
整
理
中
の
文
書
は
、
出
納
に
時
間
が

か
か
っ
た
り
、
御
利
用
に
な
れ
な
か
っ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
御
利
用
に
あ
た
っ
て

は
、
事
前
に
当
館
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

和
田
康
之
鉄
道
写
真
資
料

　
生
前
、
『
和
歌
山
の
汽
車
・
電
車
―
撮
り
続

け
て
半
世
紀
―
』
と
い
う
著
書
を
発
表
し
、
和

歌
山
市
立
博
物
館
の
展
示
に
作
品
を
提
供
す
る

な
ど
、
高
名
な
ア
マ
チ
ュ
ア
鉄
道
写
真
家
で
あ

っ
た
故
和
田
康
之
氏
（
令
和
六
年
三
月
没
）
の

写
真
、
ス
ラ
イ
ド
、
ネ
ガ
及
び
関
連
資
料
を
御

遺
族
か
ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は

五
〇
点
ほ
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
収

録
さ
れ
て
い
る
和
田
氏
撮
影
の
写
真
は
、
昭
和

二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
か
ら
平
成
二
十
九
年

ま
で
の
数
千
点
に
及
び
ま
す
。
な
お
、
作
品
の

掲
載
等
、
使
用
に
つ
い
て
も
許
諾
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　
殆
ど
の
写
真
は
和
歌
山
県
内
を
走
る
電
車
を

撮
影
し
た
も
の
で
、
プ
リ
ン
ト
写
真
の
多
く
は

撮
影
時
期
順
に
台
紙
に
貼
ら
れ
、
傍
ら
に
鉄
道

会
社
、
電
車
の
車
種
、
撮
影
場
所
、
撮
影
年
月

日
・
時
刻
等
の
情
報
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
、
ネ
ガ
等
も
殆
ど
が
同
様
に
メ
タ
デ

ー
タ
を
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記
に
よ
り
お
お
よ
そ
の
場
所
が
特
定
で
き

る
県
内
各
地
の
風
景
、
駅
舎
な
ど
を
背
景
と
し

て
、
今
で
は
走
行
し
て
い
な
い
Ｓ
Ｌ
・
デ
ィ
ー

ゼ
ル
車
・
電
車
、
有
田
鉄
道
・
野
上
鉄
道
な
ど

廃
線
と
な
っ
た
路
線
の
写
真
も
多
く
あ
り
、
鉄

道
記
録
資
料
と
し
て
の
価
値
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
他
の
分
野
で
の
有
用
性
も
高
い
と
い
え
ま
し

ょ
う
。

　
　
　
小
出
家
文
書

　
　
　

�　
本
紙
「
一
二
〇
年
ぶ
り
の
再
発
見
!!

紀
州
藩
付
家
老
安
藤
家
家
臣
の
小
出
家

に
伝
わ
っ
た
古
文
書
」
で
紹
介
し
た
古

文
書
全
四
二
点
で
す
。
小
出
家
の
方
か

ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
戦
国
時
代
の
甲
斐
武
田
家
家
臣
時
代

に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
を
経
て
明
治
維

新
期
に
至
る
田
辺
領
主
安
藤
家
家
臣
時

代
に
か
け
て
作
成
・
取
得
（
筆
写
に
よ

る
収
集
含
む
。
）
さ
れ
た
武
家
小
出
家

の
経
歴
・
由
緒
に
関
す
る
古
記
録
と
、

そ
れ
ら
が
明
治
以
降
に
東
京
帝
国
大
学

な
ど
に
よ
り
日
本
近
代
歴
史
学
の
「
史

料
」
と
し
て
収
集
さ
れ
る
過
程
で
や
り

と
り
さ
れ
た
書
簡
類
が
主
な
も
の
で

す
。

園
部
家
文
書
（
和
歌
山
市
園
部
）

　
平
成
六
年
度
以
来
、
数
度
に
わ
た
っ

て
寄
託
さ
れ
て
き
た
園
部
家
文
書
約

一
、
一
三
〇
点
を
所
蔵
者
変
更
に
伴
い
寄
贈
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
園
部
家
文
書
は
、
明
治
前
期
に
名
草
郡

園
部
村
で
最
大
の
土
地
を
所
有
し
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
期
に
か
け
て
蔵
庄
屋
、
百
姓
惣
代
、

村
会
議
員
、
有い

さ
お功

村
長
な
ど
を
歴
任
し
て
村
政

に
携
わ
っ
た
園
部
三
太
夫
と
、
そ
の
息
子
で
、

同
村
長
、
海
草
郡
会
議
員
、
県
会
議
員
等
を
務

め
る
一
方
で
山
東
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
取
締
役

を
務
め
る
な
ど
実
業
界
で
も
活
躍
し
た
園
部
雄

次
郎
を
輩
出
し
た
家
の
も
の
で
す
。

　
三
太
夫
・
雄
次
郎
が
公
職
に
就
く
過
程
で
引

継
ぎ
・
作
成
・
取
得
し
た
村
政
・
郡
政
・
県
政

に
関
す
る
記
録
の
ほ
か
、
地
主
経
営
の
記
録
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
特
に
明
治
前
期
の
県
布
達
が

ま
と
ま
っ
て
残
り
ま
す
。
本
紙
で
は
、
こ
れ
ま

で
第
四
二
・
四
六
・
四
九
・
六
三
号
で
採
り
上

げ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
『
和
歌
山
県
議
会
歴
代
議
員
名
鑑
』

や
『
和
歌
山
県
史 

人
物
』
で
は
、
雄
次
郎
は

県
会
議
長
を
務
め
た
園
部
三
郎
の
長
男
と
あ
り

ま
す
が
、
誤
り
で
す
。

　
園
部
三
郎
家
は
、
江
戸
時
代
に
園
部
村
庄
屋

な
ど
を
務
め
た
家
で
、
そ
の
古
文
書
は
国
文
学

研
究
資
料
館

蔵
『
紀
伊
国

名
草
郡
薗
部

村
園
部
家
文

書
』で
す（
本

紙
第
五
二
～

五
四
号
で
採

り
上
げ
て
い

ま
す
。）。

昭和27年４月～５月に撮影された写真
台紙両面に写真が貼られ、それぞれの路線・進行方向（上り下
り）・車種・撮影場所・撮影年月日が書き込まれています。

戸籍行政関係簿冊（本紙第63号参照）

令
和
六
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介
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令
和
六
年
、
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
る
有
名

な
古
文
書
の
原
本
を
含
む
小
出
家
文
書
四
二
点

が
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
小
出
家
と
古
文

書
の
来
歴
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
小
出
家
の
来
歴

　
小
出
家
は
、
戦
国
時
代
に
は
武
田
信
玄
な
ど

の
武
将
に
仕
え
て
合
戦
に
も
参
加
し
、
江
戸
時

代
に
は
紀
州
藩
付つ

け
が
ろ
う

家
老
で
あ
る
安
藤
家
の
家
臣

と
な
っ
て
、
和
歌
山
や
田
辺
で
職
務
に
携
わ
っ

た
家
で
す
。

　

『
小
出
系
図
竝な
ら
び
に

証
文
』
（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
所
蔵
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（H

i-
C

A
T

）
）
・
「
工
藤
氏
（
小
出
）
系
図
」

（
信
濃
教
育
会
『
建
武
中
興
を
中
心
と
し
た

る
信
濃
勤
王
史
攷
』
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
、

一
九
三
九
）
に
よ
る
と
、
小
出
家
は
、
平
将
門

追
討
に
加
わ
っ
た
藤
原
為た

め
の
り憲
を
祖
と
す
る
工
藤

氏
の
子
孫
と
さ
れ
ま
す
。
工
藤
氏
の
う
ち
、
小

出
家
の
先
祖
に
あ
た
る
一
族
は
平
安
時
代
後
半

か
ら
鎌
倉
時
代
前
半
に
は
信
濃
国
に
移
り
住

み
、
そ
の
後
、
小こ

い

で
井
弖
（
小
出
）
を
名
乗
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
国
時
代
、
小
出
政
綱
と

そ
の
子
ど
も
重
綱
（
小
出
越
前
守
）
や
政
澄

（
小
出
藤
四
郎
）
は
信
濃
国
の
諏
訪
氏
や
、
甲

斐
国
の
武
田
家
ら
に
仕
え
、
合
戦
で
手
柄
を
立

て
て
褒
賞
を
受
け
ま
し
た
。

　
武
田
家
の
滅
亡
後
、
重
綱
の
子
重
貞
は
諏
訪

頼よ
り
み
ず水
に
仕
え
ま
す
。
そ
の
後
一
度
、
紀
州
藩
付

家
老
安
藤
家
の
祖
直
次
に
仕
え
る
も
、
諏
訪
頼

水
に
帰
参
し
諏
訪
藩
士
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

重
貞
の
子
供
の
う
ち
、
貞
綱
と
そ
の
子
は
諏
訪

家
の
家
臣
を
継
ぎ
、
頼
政
は
父
重
貞
の
死
後
、

江
戸
で
直
次
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い

ま
す
。
頼
政
は
五
郎
作
と
も
称
し
、
の
ち
、
小

出
家
当
主
は
代
々
「
五
郎
作
」
を
称
し
ま
し

た
。

　
頼
政
（
五
郎
作
）
が
仕
え
た
安
藤
直
次
は
徳

川
家
康
の
重
臣
で
す
。
家
康
十
男
頼
宣
の
付
家

老
に
命
じ
ら
れ
て
頼
宣
を
補
佐
す
る
こ
と
と
な

り
、
頼
宣
が
紀
州
藩
主
と
な
っ
た
際
、
直
次
も

従
い
ま
し
た
。
直
次
は
田
辺
領
三
万
八
八
〇
〇

石
の
大
名
級
の
石
高
を
与
え
ら
れ
て
独
立
的
に

支
配
し
、
頼
宣
か
ら
も
深
く
信
頼
さ
れ
ま
し

た
。
以
後
、
田
辺
領
は
安
藤
家
が
支
配
す
る
一

方
で
、
安
藤
家
当
主
は
紀
州
藩
政
に
参
与
し
て

い
た
た
め
、
基
本
的
に
和
歌
山
城
下
に
居
住
し

ま
し
た
。

　
安
藤
家
家
臣
と
し
て
の
小
出
家
の
動
向
は
紀

州
藩
田
辺
領
関
係
の
資
料
に
み
え
、
職
務
の
関

係
で
田
辺
だ
け
で
な
く
和
歌
山
に
も
滞
在
し
、

活
動
し
て
い
ま
し
た
。
小
出
家
は
直
次
に
仕
え

て
以
来
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま
で
田
辺
領
安

藤
家
の
家
臣
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
す
。

■
小
出
家
文
書
の
来
歴

　
小
出
家
に
伝
わ
っ
た
古
文
書
に
は
、
戦
国
時

代
後
半
の
十
六
世
紀
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て

の
も
の
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
戦

国
時
代
に
関
す
る
古
文
書
が
伝
わ
っ
た
経
緯
を

み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

写
真
１
（
仮
文
書
番
号
二
）
は
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
七
月
十
一
日
付
け
で
、
武
田
晴

信
（
の
ち
信
玄
）
か
ら
小
井
弖
藤
四
郎
宛
に
発

給
さ
れ
た
と
す
る
感
状
（
戦
功
を
褒
め
称
え
証

明
す
る
文
書
）
で
す
。
信
濃
国
安
曇
郡
小お

た
り谷
の

合
戦
で
小
井
弖
藤
四
郎
が
敵
兵
を
討
ち
取
っ

た
功
を
賞
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
永
禄
四
年

（
一
五
六
一
）
に
武
田
家
が
発
給
し
た
と
す
る

小
出
五
郎
左
衛
門
尉
の
官
途
状
（
仮
文
書
番
号

三
）
が
伝
存
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
時
期
に

発
給
さ
れ
た
別
の
感
状
や
安
堵
状
（
所
領
な
ど

の
支
配
を
確
認
・
承
認
す
る
文
書
）
の
写
し
も

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
群
の
存
在

か
ら
、
小
出
家
の
先
祖
が
武
田
家
な
ど
の
武
将

に
仕
え
て
活
躍
し
て
感
状
な
ど
を
賜
り
、
代
々

伝
え
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
入
り
、
小
出
家
で
は
共
通
の
先

祖
を
も
つ
工
藤
家
や
別
家
の
小
出
家
と
書
状
を

取
り
交
わ
し
、
先
祖
の
経
歴
や
関
連
す
る
古
文

書
の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
小

出
甚
兵
衛
師
政
と
い
う
人
物
か
ら
小
出
五
郎
作

ら
に
宛
て
て
送
ら
れ
た
書
状
（
年
不
明
。
十
八

世
紀
前
半
か
。
仮
文
書
番
号
四-

六
）
に
、

「
小
出
五
郎
兵
衛
殿
の
と
こ
ろ
に
天
正
七
年

（
一
五
七
九
）
九
月
九
日
と
あ
り
、
別
紙
参
り

書
に
「
晴
信
」
と
あ
る
が
、
晴
信
は
天
正
元
年

（
一
五
七
三
）
に
死
去
し
て
い
る
。
天
正
七
年

は
死
去
後
の
こ
と
な
の
で
、
そ
ち
ら
の
系
図
に

そ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
写
し
間
違

い
で
あ
る
」（
原
文
を
現
代
語
で
意
訳
。
以
下

同
じ
）
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
書
状
に
は

「
小
出
上か

ず
さ
の
す
け

総
介
、
越
前
守
、
藤
四
郎
の
感
状
の

写
し
は
私
方
（
師
政
）
に
あ
り
、
必
要
で
あ
れ

ば
残
ら
ず
写
し
て
送
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま

す
。
小
出
家
文
書
に
は
享
徳
三
年（
一
四
五
四
）

小
井
弖
上
総
の
知
行
安
堵
状
、
天
文
十
六
年

（
一
五
四
七
）
の
小
井
弖
越
前
守
の
感
状
、
弘

治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
の
小
井
弖
藤
四
郎

の
感
状
の
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し
が
伝
わ
っ
て
お
り
、

実
際
に
師
政
か
ら
五
郎
作
方
へ
古
文
書
の
写
し

が
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
小
出
家
で
は
先
祖
の
経
歴
や
そ
の
根
拠
と

な
る
関
係
文
書
に
つ
い
て
、
他
家
に
連
絡
を
取

り
、
確
認
を
す
る
と
同
時
に
、
先
祖
の
事
績
に

関
わ
る
古
文
書
の
写
し
を
収
集
し
て
い
ま
し
た
。

　
小
出
家
に
よ
る
確
認
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に

よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
関

写真１　〔武田晴信感状〕（仮文書番号２）

一
二
〇
年
ぶ
り
の
再
発
見
!!

紀
州
藩
付
家
老
安
藤
家
家
臣
の
小
出
家
に
伝
わ
っ
た
古
文
書
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係
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
冒
頭
で
ふ
れ
た
『
小

出
系
図
竝
証
文
』
で
す
。
こ
の
資
料
に
は
、
小

出
家
系
図
覚
書
と
、
感
状
な
ど
各
人
物
の
事
績

に
関
す
る
古
文
書
の
写
し
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
（
後
述
）
。
こ
の
う
ち
系
図
の
奥
書
（
著
作

や
写
本
を
作
成
し
た
と
き
の
経
緯
な
ど
を
記
し

た
文
）
に
「
こ
れ
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

八
月
、
御
役
人
衆
の
御
尋
ね
が
あ
っ
た
の
で
差

し
出
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は

紀
州
藩
に
よ
る
家
系
の
調
査
が
あ
り
、
藩
に
提

出
す
る
た
め
に
系
図
が
作
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
系
図
を
作
成
す
る
た
め
に
小
出

家
で
は
別
の
家
と
連
絡
を
取
り
、
先
祖
の
経
歴

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
戦
国
時
代
に
関
す
る

古
文
書
を
収
集
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
小
出
家
文
書
の
再
発
見

　
小
出
家
文
書
は
遅
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
武
田
家
の

朱
印
が
あ
る
古
文
書
は
早
く
か
ら
調
査
さ
れ
、

写
し
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
、
紀
州
藩
の
地
誌

『
紀
伊
続
風
土
記
』
が
完
成
し
ま
す
。
同
書
の

編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
内
各
地
の
村
・
浦
に

所
在
す
る
数
多
く
の
資
料
が
あ
ま
ね
く
調
査

さ
れ
る
と
と
も
に
、
写
し
が
作
成
さ
れ
ま
し

た
。
写
し
は
所
蔵
者
、
地
域
ご
と
に
分
類
し

て
ま
と
め
ら
れ
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
「
藩
中

古
文
書
」
に
小
出
家
文
書
が
採
録
さ
れ
ま
し

た
。
小
出
家
文
書
か
ら
は
、
前
掲
の
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
の
武
田
晴
信
感
状
と
、
永
禄
四

年
（
一
五
六
一
）
の
武
田
家
官
途
状
の
二
つ
の

文
書
の
写
し
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
時
は
下
っ
て
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）、

修
史
局
（
明
治
政
府
が
設
置
し
た
修
史
事
業
を

行
う
機
関
）
が
小
出
家
文
書
を
調
査
し
、
写
し

を
作
成
し
ま
し
た
。
写
し
の
奥
書
に
は
「
紀
伊

国
西
牟
婁
郡
田
辺
（
現
田
辺
市
）
の
小
出
五
郎

作
所
蔵
の
古
文
書
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
一
年

七
月
に
修
史
局
編
修
長
重
野
安や

す
つ
ぐ繹

が
調
査
し
、

翌
年
一
月
に
影
写
（
資
料
に
薄
い
紙
を
重
ね
て

上
か
ら
文
字
を
な
ぞ
っ
て
模
写
す
る
こ
と
）
を

終
え
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
作
成
さ
れ

た
写
し
も
、
前
掲
の
感
状
と
官
途
状
で
し
た
。

　
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
、
修
史
局
の

事
業
を
引
き
継
い
だ
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料

編
纂
掛
（
現
在
の
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
に

よ
っ
て
、
再
び
小
出
家
文
書
の
調
査
が
行
わ

れ
、
『
小
出
系
図
竝
証
文
』
と
い
う
写
本
が
作

成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
写
本
の
奥
書
に
は
「
小

出
系
図
竝
証
文
に
つ
い
て
、
和
歌
山

市
の
小
出
五
郎
作
氏
所
蔵
の
古
文
書

を
明
治
三
十
八
年
六
月
に
謄
写
（
資

料
を
見
な
が
ら
書
き
写
す
こ
と
）
し

た
」
と
あ
り
ま
す
。
小
出
家
文
書
に

は
こ
の
時
の
や
り
取
り
に
関
す
る
文

書
が
残
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
経
緯

が
判
明
し
ま
す
。

　
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
七

月
十
八
日
付
で
、
和
歌
山
市
長
加
藤

杲あ
き
ら

か
ら
小
出
五
郎
作
宛
に
次
の
よ

う
な
知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
た
（
写

真
２
。
仮
文
書
番
号
二
三-

一
）
。

「
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
長
の
坪

井
九く

め
ぞ
う
馬
三
か
ら
、
去
年
、
史
料
編
纂

掛
長
の
田
中
義
成
が
史
料
収
集
の
た

め
和
歌
山
市
に
来
た
際
に
一
覧
し
た

小
出
家
文
書
に
つ
い
て
、
『
大
日
本

史
』
編
纂
の
参
考
の
た
め
借
用
し
た

い
。
差
し
支
え
な
け
れ
ば
別
紙
資
料

を
一
時
貸
与
さ
れ
た
い
、
と
連
絡
が
あ
っ
た
」

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
と
き
史
料
編
纂
掛
が
借

用
を
希
望
し
た
資
料
は
、

①
永
禄
四
年
二
月
六
日
武
田
氏
官
途
状

②�

弘
治
三
年
七
月
十
一
日
晴
信
感
状
（
信
州
小

谷
合
戦
）

③�

天
正
十
二
年
二
月
十
三
日
諏
訪
頼
忠
領
知
証

状
④�

弘
治
三
年
三
月
十
日
晴
信
感
状
写
（
水
内
郡

葛
山
合
戦
）

⑤�

天
文
拾
六
年
八
月
十
一
日
晴
信
感
状
写
（
佐

久
軍
志
賀
状
）

⑥�

小
出
氏
覚
書
（
系
図
・
事
績
を
記
す
）

の
六
点
で
し
た
。

　
小
出
家
は
依
頼
を
受
け
て
古
文
書
を
貸
し
出

し
、
同
年
九
月
、
編
纂
掛
か
ら
和
歌
山
市
長
経

由
で
預
か
り
証
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
（
仮
文

書
番
号
二
三-

二
）
。
こ
れ
ら
の
古
文
書
の
写

し
を
ま
と
め
て
作
成
し
た
の
が
前
述
の
『
小
出

系
図
竝
証
文
』
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

編
纂
掛
で
の
写
本
作
成
が
終
わ
り
、
明
治

三
十
八
年
十
月
、
東
京
帝
国
大
学
総
長
山
川
健

次
郎
か
ら
小
出
五
郎
作
宛
に
、
古
文
書
借
用
の

お
礼
と
古
文
書
を
返
却
す
る
旨
の
書
状
が
送
ら

れ
ま
し
た
（
仮
文
書
番
号
二
三-

三
）
。

　
小
出
家
文
書
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
幾
度
か
の
調
査
と
写
本
の
作
成
が
な
さ

れ
、
の
ち
の
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
編

纂
・
刊
行
し
て
い
る
『
大
日
本
史
料
』
（
九
世

紀
後
半
か
ら
江
戸
時
代
に
お
け
る
出
来
事
を
取

り
上
げ
、
関
連
資
料
を
時
系
列
に
配
置
し
た
編

纂
物
）
に
小
出
家
文
書
の
一
部
の
資
料
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
、
武
田
家
に
関
係
深

い
長
野
県
の
資
料
を
集
め
た
『
信
濃
史
料
』
や

『
諏
訪
史
料
叢
書
』
、
武
田
家
関
係
の
古
文
書

を
集
成
し
た
『
戦
国
遺
文　
武
田
氏
編
』
な
ど

の
資
料
集
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
小
出
家
文
書
は
江
戸
時
代
か

ら
現
代
に
至
る
ま
で
知
ら
れ
、
活
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
集
で
は
い

ず
れ
も
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
作
成
し
た
写

本
な
ど
を
典
拠
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
小
出
家

文
書
原
本
の
所
在
等
含
め
た
調
査
に
は
至
っ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
文
書
館
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
こ

と
は
、
明
治
時
代
の
調
査
以
来一二
〇
年
ぶ
り
の

小
出
家
文
書
原
本
の
再
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

（
西
山
史
朗
）

写真２　和議往第208号（仮文書番号23－１）



和歌山県立文書館だより 第 68号（令和７年９月発行）

8

　
和
歌
山
県
で
は
、
知
事
部
局
、
議
会
、
教
育

委
員
会
な
ど
の
「
実
施
機
関
」
ご
と
に
公
文
書

を
管
理
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
ど
の
実
施
機
関
で
も
、
永
久
保
存
の
も
の
を

除
き
、
事
前
に
定
め
ら
れ
た
保
存
期
間
が
経
過

し
た
公
文
書
は
原
則
廃
棄
さ
れ
ま
す
が
、
知
事

部
局
・
県
議
会
事
務
局
・
選
挙
管
理
委
員
会
・

監
査
委
員
事
務
局
・
労
働
委
員
会
事
務
局
・
収

用
委
員
会
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
・
内
水
面

漁
場
管
理
委
員
会
の
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
廃

棄
決
定
後
に
文
書
館
が
「
評
価
・
選
別
」
を
行

い
、
歴
史
的
価
値
が
あ
る
も
の
を
引
き
継
ぐ
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
文
書
館
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
知
事
部
局
か

ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
「
収
集
文
書
」
、
他
の

実
施
機
関
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
「
受
入
文

書
」
と
し
、
実
施
機
関
以
降
通
算
の
保
存
期
間

が
三
〇
年
経
過
し
た
後
、
規
定
に
基
づ
く
制
限

事
由
が
な
い
も
の
を
利
用
に
供
し
ま
す
。

　
ま
た
、
知
事
部
局
の
う
ち
本
庁
（
県
庁
に
所

在
す
る
振
興
局
・
地
方
機
関
を
除
く
各
課
）
で

作
成
・
取
得
さ
れ
た
「
永
久
保
存
文
書
」
の
一

部
は
、
保
存
期
間
二
〇
年
経
過
後
に
県
庁
の
文

書
庫
か
ら
文
書
館
に
引
き
継
が
れ
ま
す
（
「
引

継
文
書
」
）
。

　
引
継
文
書
は
、
通
算
の
保
存
期
間
が
三
〇
年

経
過
し
た
後
、
制
限
事
由
が
な
い
も
の
を
文
書

館
で
利
用
に
供
し
ま
す
。
文
書
館
で
の
利
用
が

可
能
な
引
継
文
書
に
は
、
文
書
館
閲
覧
室
備
付

け
の
台
帳
に
○
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
引
継
文
書
は
永
久
保
存
の
「
現
用
」
公
文

書
な
の
で
、
文
書
館
で
の
利
用
の
可
否
に
拘
わ

ら
ず
、
法
的
な
定
め
の
あ
る
例
外
を
除
き
、
和

歌
山
県
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
開
示
請
求
又

は
任
意
開
示
申
出
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
引
継
文
書
は
、
本
庁
各
課
の
事
情
に

よ
り
本
庁
へ
返
還
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
規
定
に
則
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
（
そ
れ
を
文
書
館
が
評
価
・
選
別
し
、
多

く
は
収
集
文
書
と
な
り
ま
す
。
）
。

　
令
和
六
年
度
、
文
書
館
は
、
上
記
実
施
機
関

が
廃
棄
決
定
し
た
公
文
書
全
二
六
、
九
一
七
件

の
評
価
・
選
別
を
行
い
、
う
ち
約
七
％
に
当
た

る
一
、
八
八
六
冊
（
う
ち
七
冊
は
議
会
事
務

局
）
を
収
集
・
受
入
文
書
と
し
て
引
き
継
ぎ
ま

し
た
。
ま
た
、
知
事
部
局
本
庁
か
ら
引
継
文
書

一
一
五
冊
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　
都
合
、
令
和
六
年
度
末
時
点
で
の
当
館
所
蔵

公
文
書
は
、
収
集
文
書
一
四
、
一
六
一
冊
・
受

入
文
書
八
五
五
冊
・
引
継
文
書
二
二
、
九
五
九

冊
の
合
計
三
七
、
九
七
五
冊
で
す
。

県庁主務課保管文書の一括廃棄に
伴う収集文書候補の引渡し
（令和６年７月19日）

法
方
用
利
■

◆

に
付
受
室
覧
閲

要
必
で
等
録
目
る
あ

を
等
書
文
料
資
な

請
申
覧
閲
し
索
検

受
え
う
の
入
記
に
書

だ
く
て
し
出
提
に
付

用
利
等
書
文
。

。

。

い
さ

館
閉
は
付
受
の

30
分

す
で
で
ま
前

◆

料
資
政
行
る
い
て
し
架
配
に
棚
書
室
覧
閲

い
さ
だ
く
て
し
覧
閲
に
由
自
は
料
資
考
参

◆

申
認
承
写
複
、は
合
場
る
れ
さ
望
希
を
写
複

だ
く
て
し
出
提
に
付
受
え
う
の
入
記
に
書
請

間
時
館
開
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前
午

10

　
◆

日
休
替
振
び
及
日
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土
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館
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休
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